
人事行政の運営等の状況 
 安中市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、次のとおり、令和元

年度の内容についてお知らせします。 

１ 職員の任免及び職員数 

（１） 職員の任免の状況  

ア 採用試験の実施状況について（令和元年度実施、令和２年４月１日採用） 

試験区分（事務職） 申込者数 合格者数 

中級試験（短大卒業以上） ６１ ９ 

初級試験（高校卒業） ６ ２ 

中級試験（短大卒業以上）※障がい者 ３ ０ 

初級試験（高校卒業）※障がい者 １ ０ 

 

試験区分（保育士） 申込者数 合格者数 

中級試験（短大卒業以上） ４ １ 

 

試験区分（社会福祉士） 申込者数 合格者数 

社会人経験者 １０ １ 

イ 採用者数について（令和元年度） 

職種 事務職 文化財行政 保健師 
主任介護 

支援専門員 
教育職 医療職 計 

人数 １３ ２ １ １ ３ １ ２１ 

※医療職・教育職については、採用試験以外の採用者を含みます。  

ウ 退職者数について（令和元年度） 

定年退職 勧奨退職 普通退職 死亡退職 分限免職 懲戒免職 計 

９ ４ ９ ０ ０ ０ ２２ 

（２） 職員数の状況  

ア 部門別職員数の状況 （各年４月１日現在）  

        区分 

部門 

職員数 対前年

増減数 
主な増減理由 

平成３１年 平成３０年 

普 

通 

一 

般 

行 

議会 ５ ５ ０  

総務 １０９ １０９ ０  

税務 ３３ ３５ ▲２ 事務の統廃合縮小 

民生 ６５ ６５ ０  

※合格者のうち１名は辞退 



会 

計 

部 

門 

政 

部 

門 

衛生 ４３ ４４ ▲１ 欠員不補充 

労働 １ １ ０  

農林水産 ２９ ３０ ▲１ 事務の統廃合縮小 

商工 １０ １０ ０  

土木 ４０ ４２ ▲２ 事務の統廃合縮小、欠員不補充 

計 ３３５ ３４１ ▲６ <参考>人口 1万人当たり職員数 ５７．６２人 

教育部門 ８０ ８０ ０  

  消防部門 ３ ２ １ 業務増 

小計 ４１８ ４２３ ▲５ 
<参考>人口１万人当たり職員数 ７１．９人 

(類似団体の人口 1万人当たり職員数 ７３．９３人) 

        区分 

部門 

職員数 対前年

増減数 
主な増減理由 

平成３１年 平成３０年 

公 会 

営 計 

企 部 

業 門 

等 

病院 １４０ １４８ ▲８ 欠員不補充 

水道 ３３ ３４ ▲１ 事務の統廃合縮小 

下水道 １１ １１ ０  

その他 ３８ ３８ ０  

小 計 ２２２ ２３１ ▲９ 

 

合 計 
６４０ ６５４ ▲１４ 

<参考>人口１万人当たり職員数 １１０．０８人 
[７９３] [７９３]  

（注）   

１ 職員数は一般職に属する職員数です。   

２ [     ]内は、条例定数の合計です。 

イ 年齢別職員構成の状況（平成３１年４月１日現在） 

区分 
20歳 

未満 

20歳 

～23

歳 

24歳 

～27

歳 

28歳 

～31

歳 

32歳 

～35

歳 

36歳 

～39

歳 

40歳 

～43

歳 

44歳 

～47

歳 

48歳 

～51

歳 

52歳 

～55

歳 

56歳 

～59

歳 

60歳 

以上 
計 

職員数 ２人 ２１人 ５７人 ８７人 ４９人 ６５人 ９０人 ８３人 ８０人 ５３人 ４１人 １２人 ６４０人 

ウ 職員数の推移  

        年度 

部門別 

 

H26年 

 

 

H27年 

 

 

H28年 

 

 

H29年 

 

 

H30年 

 

 

R元年 

 

過去５年間の増減数（率） 

 

一般行政 

 

３３６ ３３８ ３４２ ３４１ ３４１ ３３５ ▲１（▲０．３％） 

 

教育 

 

９５ ９３ ９２ ８４ ８０ ８０ ▲１５（▲１５．８％） 



消防 ０ ０ ２ ２ ２ ３ ３（ - ％） 

 

普通会計 計 

 

４３１ ４３１ ４３６ ４２７ ４２３ ４１８ ▲１３（▲３．０％） 

 

公営企業等会計 計 

 

 

２４２ 

 

 

２３８ 

 

２４１ ２３６ ２３１ ２２２ ▲２０（▲８．３％） 

 

総合計 

 

 

６７３ 

 

 

６６９ 

 

６７７ ６６３ ６５４ ６４０ 

 

▲３３（▲４．９％） 

 

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。 
 

２ 職員の人事評価 

  人事評価を人事管理の基礎及び職員の人材育成に活用し、公共の福祉やサービスの資質  

向上に繋げるため、実施いたしました。 

評価の種類  業績評価 ・ 能力評価 

対象職員  全職員 

評価者  課長（相当職含む）以上の職にある者 

 

３ 職員の給与 

(１) 人件費の状況（普通会計決算） 

区分 
住民基本台帳人口 

（元年度末） 

歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

平成 30年度の人件費率 

元年度 ５７,１８７人 
23,167,803 

千円 

875,115 

千円 

3,728,622 

千円 
16.1％ 16.4％ 

(２) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区分 
職員数 

Ａ 

給与費 一人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 

元年度 ４１８人 
1,502,520 

千円 

280,702 

千円 

604,823 

千円 
2,388,045千円 5,713千円 

 

（注） 

１ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ 職員数は平成３１年４月１日現在の人数です。 

 

 

 



(３) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３１年４月１

日現在） 

ア 一般行政職  

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

安中市 ４０．４歳 ３０９，９００円 ３７０，０６３円 

群馬県 ４３．５歳 ３３５，５００円 ４０７，７２１円 

国 ４３．４歳 ３２９，４３３円 － 

イ 技能労務職  

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

安中市 ４９．８歳 ３１０，５００円 ３４３，３２４円 

うち清掃職員 ４２．１歳 ３０５，４００円 ３５６，０２８円 

うち学校給食 ５７．０歳 ３１７，５００円 ３２７，０００円 

うち用務員 ５０．９歳 ３１９，５００円 ３３４，３３８円 

 

（注） 

１ 「平均給料月額」とは、平成３１年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手

当などの諸手当の額を合計したものです。 

(４) 職員の初任給の状況 （平成３１年４月１日現在） 

区 分 安中市 群馬県 国 

一般行政職 
大学卒 １８０，７００円 １８５，７００円   １８０，７００円 

高校卒 １４８，６００円 １５１，９００円   １４８，６００円 

技能労務職 高校卒 １４８，６００円 １４７，５００円 － 

(５) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （平成３１年４月１日現在） 

区分 
経験年数 7年以上

～10年未満 

経験年数 10年以上

～15年未満 

経験年数 15年以上

～20年未満 

一般行政職 
大学卒 ２４７，２００円 ２７８，５００円 ３２０，７００円 

高校卒 ２２５，９００円 ２３４，０００円 ２７８，６００円 

技能労務職 高校卒 － － ２８３，７００円 

(６) 一般行政職の級別職員数等の状況（平成３１年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

７級 部長 １０人 ２．７％ 



６級 参事 ７人 １．９％ 

５級 課長 主幹 ４２人 １１．４％ 

４級 課長補佐 係長 主査 ９７人 ２６．２％ 

３級 主査 主任 １１３人 ３０．５％ 

２級 主事 技師 ８６人 ２３．２％ 

１級 主事補 技師補 １５人 ４．１％ 

（７） 職員の手当の状況  

ア 期末手当・勤勉手当  

区分 期末手当 勤勉手当 

 ６月期  １．３０月分 ０．９２５月分 

１２月期  １．３０月分 ０．９７５月分 

計  ２．６０月分  １．９０月分 

職制上の段階、職務の級等により、役職加算が５～１５％あります。 

イ 退職手当（平成３１年４月１日現在） 

区分 自己都合退職 勧奨・定年退職 

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分 

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５月分 

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９月分 

最高限度額 ４７．７０９月分 ４７．７０９月分 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（２％～２０％加算） 

退職時特別昇給 無し  

ウ 特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在） 
 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価 

税務手当 市税徴収係員(滞納整理) 滞納整理業務 日額 150円 

行旅病人保護業務手当 行旅病人保護に従事 行旅病人保護・救護 日額 1,000円 

行旅死亡人取扱業務手当 行旅死亡人の収容作業 行旅死亡人収容業務 日額 3,000円 

社会福祉業務手当 
社会福祉に従事する職員 

(査察指導員・現業職員) 

生活保護、知的障害

者、身体障害者、心身

障害者又は精神障害者

に係る指導等 

日額 150円 

感染症患者収容・患家消

毒作業手当 

感染症患者収容及び患家

消毒作業に従事 

感染症患者収容及び患

家消毒業務 
日額 500円 

火葬業務手当 
火葬業務（苑長） 事務及び火葬業務補助 月額 10,000円 

火葬業務（技術作業員） 火葬業務 月額 50,000円 

給食調理業務手当 給食調理業務等に従事 学校・保育園 月額 1,000円 



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価 

夜間看護手当 夜間の看護業務に従事 

深夜全部（7時間以上） １夜 7,300円 

深夜（4時間以上 7時間

未満） 
１夜 3,550円 

深夜（2時間以上 4時間

未満） 
１夜 3,100円 

深夜（2時間未満） １夜 2,150円 

 

拘束手当 

 

医師の職、医療職給料表

（2）（3）の適用を受ける職

員 

医師の職 
平日の１夜 2,500円 

土・日・休日 10,000円 

医療職給料表（2）（3）の

適用を受ける職員 

平日の１夜 2,500円 

土・日・休日 5,000円 

 

診療・調査研究手当 
 

医師（診療の実績に応じて

支給） 
診療技術研究に従事 

月額 80,000 円以内で規

則に定める額 

医師（経験年数に応じて支

給） 
医療の調査研究に従事 

月額 220,000円以内で規

則に定める額 

 

緊急診療業務手当 

 

医師 

勤務時間外に、緊急診

療業務・透析業務に従

事 

１回 45,000 円以内で規

則に定める額 

夜間診療取扱手当 
宿直勤務において特別な

事情により診療業務に従事 

医師の職 １時間 2,500円 

医療職給料表（2）（3）の

適用を受ける職員 
１時間 500円 

緊急呼出出勤手当 
上下水道部、病院、クリー

ンセンターに勤務 

緊急時に呼出を受け出

勤した場合 
１回 500円 

クリーンセンター業務手当 
 

クリーンセンター現場作業

員 

現場作業に従事した日

数 
１日 800円 

上下水道料金未収整理手

当 
上下水道部職員 

料金の徴収、滞納整理

業務 
日額 150円 

浄水手当 
浄水場勤務職員及び簡易

水道管理職員 

水質検査、電気設備の

操作、塩素類の取扱及

び水道水源の巡視 

係長以上  

月額 1,000円 

その他 

月額 3,000円 

下水手当 下水道課職員 
マンホール内での維持

管理業務 
１日 500円 

エ 時間外勤務手当（水道・病院・介護サービス事業を除く） 

支給実績（令和元年度決算） １０７，１９３千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） ２３０千円 

 

 



オ その他の手当（平成３１年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

扶養手当 

扶養親族のある職員に支給 

１ 配偶者 月額６，５００円  

２ 子 

  １人につき １０，０００円 

３ 父母等 

  １人につき ６，５００円 

４ 特定年齢にある子 ５，０００円加算 

住居手当 
借家・借間 

  家賃に応じ支給 月額２７，０００円限度 

通勤手当 

交通機関利用 

月額５５，０００円限度 

交通用具使用（２ｋｍ以上） 

  距離に応じ支給 ４，１００円～３１，６００円 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある職員に対し、役職に応じて支給 

１ 行政職（１）４２，９００～ ７４，３００円 

２ 医療職（１）６２，５００～１４６，４００円 

３ 医療職（２）４１，２００～ ５７，６００円 

４ 医療職（３）２６，１００～ ５９，２００円 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件 

（１） 勤務時間  

１週間の勤務時間 始業時間 終業時間 休憩時間 

３８時間４５分 午前８時３０分 午後５時１５分 午後０時～午後１時 

（２） 休暇の種類  

ア 年次有給休暇  

年次有給休暇は、年間２０日間付与しています。取得残日数が生じた場合、２０日までを繰り

越すことができますが、1年間の有給休暇の総日数が４０日を越えることはできません。 

イ 病気休暇  

病気休暇は、職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、その勤務をしないことがや

むを得ないと認められる場合における休暇です。その期間は、規則で定める期間内において必

要と認められる期間です。 

ウ 特別休暇  

特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が

勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇です。 

エ 介護休暇  

介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は

老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、

勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇です。 



５ 職員の休業に関する状況 

育児休業及び部分休業  

 育児休業は、職員が子を養育するため、その子が３歳に達する日まで、育児休業を取得できる

制度です。休業期間中の給与は支給されませんが、職員の身分は保障されます。 

 部分休業は、職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合、正規の勤務時間

の始め又は終わりにおいて、１日を通じて２時間を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤

の状況等から必要な時間について、３０分を単位として休業を認める制度です。休業を取得した

時間は給与が減額されます。 

育児休業及び部分休業の取得状況（令和元年度） 

 男性 女性 

育児休業 ３人 ３３人 

部分休業 － ２０人 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分 

（１） 分限処分 
 職員の勤務実績が良くない場合、心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又これに

堪えない場合、その職に必要な適格性を欠く場合に行われる処分です。分限の種類は、免職・休

職・降任・降給があります。 

（２） 懲戒処分 
 職員が職務上の義務違反や公務員としてふさわしくない非行を行った場合にされる処

分です。懲戒の種類は、免職・停職・減給・戒告があります。  

 

７ 職員の服務 

（１） 営利企業等の従事状況  

職員が営利企業等に従事することは制限されておりますが、公務に影響を及ぼさない

と判断できるものについては、任命権者の許可を得て従事させています。消防団員等の

活動が該当します。 

（２） 職務に専念する義務の特例に関する条例による免除の状況  

研修の受講、健康診断受診の際、職務に専念する義務を免除しています。  

 

８ 職員の退職管理 

（１） 退職者による依頼等の規制  

退職者が離職後２年間、離職前５年間に属した部署の職員に対して、職務上の行為をする



ように、又はしないように要求・依頼をすることを禁止しています。 

（２） 届出  

退職者で管理・監督の地位にあった職員が、離職後２年間において営利企業等に就職した

場合は、速やかに届け出なければならないとしています。 

 

令和元年度末における退職者の再就職等の届出状況 

本市再任用等 ３人 

計 ３人 

 

９ 職員の研修  

（１） 一般研修  

主な研修名 対象者 修了者数 日数 

新規採用職員研修 

（前期／後期）<２市合同> 
平成３１年度新規採用職員 １８人／１７人 ３日／２日 

初級職員研修 採用３年目職員 １９人 ２日 

中級職員研修<３市合同> 採用５年以上経過職員 ６人 ２日 

中堅職員研修<３市合同> 主査 ８人 ２日 

監督者研修Ⅰ 

<２市合同> 
新任係長 １４人 ２日 

（注）２市・・・・・安中市・富岡市  ３市・・・・・安中市・富岡市・藤岡市 

（２） 特別研修 

ア 専門研修 

主な研修名 対象者 
修了者

数 
日数 

人事評価研修（評価者） 部長・参事・課長 ４２人 ０．５日×２回 

市民対応能力向上研修 

<３市合同> 
主査・主任 ７人 ２日 

モチベーション向上研修 

<３市合同> 
全職員 １０人 １日 

接遇マナー向上研修 全職員 ２８人 １日 

クレーム対応研修 

<２市合同> 
全職員 １８人 １日 

ゲートキーパー養成講座 全職員 ３２人 ０．２５日 



ハラスメント防止研修 全職員 ６０人 ０．５日×２回 

DET（障害平等研修） 全職員 ３０人 ０．５日 

女性職員(ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ)研修 

<３市合同> 
女性職員(主査･主任) ８人 １日 

ハードクレーム対応研修 参事・課長・主幹 ４８人 ０．５日×２回 

ビジネス文書研修 採用１・２年目職員 ２８人 １日 

（注）２市・・・・・安中市・富岡市  ３市・・・・・安中市・富岡市・藤岡市 

 

イ 派遣研修 

《指導者養成研修》 

主な研修名 修了者数 日数 

公務人材開発協会研修３課程 ３人 ２、３日 

《特別派遣研修》 

主な研修名 修了者数 日数 

群馬県市長会職員研修 ４人 ４日 

自治大学校研修３課程 ３人 １、３１、４７日 

市町村アカデミ－研修４課程 ４人 ９、１１日 

国際文化アカデミー研修 １人 ３日 

全国建設研修センター研修 １人 ３日 

群馬県自治研修センタ－研修１７課程 のべ４０人 １、２日 

民間企業派遣研修 ４人 ５日 

 

ウ 自主研修 

主な研修名 構成員 研究期間 

自主研究グループ １０人 １１ヶ月 

 

１０ 職員の福祉及び利益の保護 

（１） 職員の健康の保持増進対策  

毎年、定期健康診断を実施し、職員の健康の保持増進に努めています。 

（２） 安全衛生に関する事項  

安中市職員安全衛生管理規程を定め、職員の安全及び健康を確保するよう努めてい

ます。  



（３） 公務災害補償の制度  

職員が公務上の災害又は通勤の災害を受けた場合には、地方公務員災害補償法の

適用を受けます。 

（４） 職員厚生会に対する助成の状況 

地方公務員法の規定に基づき、職員の福利厚生の増進に資するため、安中市職員厚生会を設

置しています。 

項   目 金 額 等 備    考 

① 職員厚生会に対する助成金額 ４，４２９千円  

② 会員による掛金の額 １１，５０８千円 平成３１年４月～令和２年３月 

③公費負担率 ①／（①＋②） ２７．８％  

③ 会員一人あたりの補助金額 

① ／会員数（６４３名） 
６，８８８円 平成３１年４月１日現在 

 

１１ 公平委員会の業務 

（１） 勤務条件に関する措置の要求の状況  

令和元年度において、措置要求はありませんでした。 

（２） 不利益処分に関する不服申立ての状況  

令和元年度において、不服申立てはありませんでした。 


